
 

「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づく

特定事業主行動計画の令和４年度実施状況を公表いたします。 

 

 

 

【目標１】時間外勤務の削減 

  

 月平均／人 

男性 １２．７時間 

女性 １０．７時間 

計 １１．９時間 

 

  令和４年度の実績は月平均１１．９時間となり、目標を達成出来ていない。 

  ※参考 令和２年度10.9時間（月平均/人）令和３年度7.0時間（月平均/人） 

 

【目標２】年次有給休暇の取得 

 

  ●令和４年実績値 

    

 令和４年度 

日 数 １１日 

           

※令和２年度９日、令和３年度１２日 

 

 

 

 

 

 

 

常勤職員の平均超過勤務時間を令和２年度実績より１０％削減し、月

１０時間以下とする。 

年次有給休暇の取得日数を令和２年実績から４０％増加し、年間１３

日以上とする。 



 

【目標３】職員に占める女性職員の割合の拡大 

 

●令和４年度実績値 

 令和４年度 

事務局長（１名） ０％ 

次長（１名） ０％ 

課長（３名） ０％ 

係長 ５０％ 

主査 ２０％ 

主事 ６２％ 

平 均 ４１％ 

 
令和４年度の実績は女性職員割合４１％となり、目標を達成している。 
※参考 令和２年度３８％、令和３年度３８％ 

 
 

 

職員の給与の男女の差異の情報公表  
 
① 全職員に係る情報 

 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員 ― ％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 ８５．７ ％ 

全職員 ８５．７ ％ 

 

② 「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

* 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の
条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

 
(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

本庁部局長・次長相当職 － ％ 

本庁課長相当職 － ％ 

本庁課長補佐相当職 － ％ 

本庁係長相当職 － ％ 

 

 

職員に占める女性職員の割合を４０％以上とする。 



 
(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上 － ％ 

３１～３５年 － ％ 

２６～３０年 － ％ 

２１～２５年 － ％ 

１６～２０年 － ％ 

１１～１５年 － ％ 

６～１０年 － ％ 

１～５年 － ％ 

 

【説明欄】 

 

* 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出して

いる。 

 

以 上 

 

当広域連合の職員は、構成団体からの派遣職員と広域連合で雇用する任期付職員及び会計

年度任用職員のみで構成している。 

また、任期の定めのない常勤職員（派遣職員）については、派遣元で情報を計上し

ているため、この表では計上していない。 


